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有権者数（人）
男 女 合計

3,250 3,317 6,567
投票者数（人）

男 女 合計
2,013 2,057 4,070

投票率（％）
男 女 合計

61.94 62.01 61.98

令和４年７月10日執行

第 26 回参議院議員通常選挙の結果

届出 候補者氏名 得票数
１ 皆川　まきこ 95
２ 小野寺あきこ 1,463
３ 窪山　紗和子 135
４ 佐藤　　早苗 131
５ 星　　　北斗 2,167
小計（有効投票数） 3,991

無効 79
合計（投票総数） 4,070

開票結果
福島県選出議員選挙

届出 政党等の名称 得票総数
１ 幸福実現党 7
２ 日本維新の会 236
３ れいわ新選組 144.058
４ 公明党 388
５ ごぼうの党 23
６ 立憲民主党 572.579
７ 国民民主党 227.420
８ 参政党 89
９ 日本第一党 1
10 日本共産党 180
11 新党くにもり 11
12 自由民主党 1,729.940
13 社会民主党 225
14 NHK 党 76
15 維新政党・新風 6

按分の際切り捨てた票数 0.003
小計（有効投票数） 3916

無効 153
合計（投票総数） 4,069

比例代表選出議員選挙

※得票総数は、政党等の得票数と名簿登載者の得
　票数の合計です。

投票結果
福島県選出議員選挙

告示日 　期　日　前　投　票　期　間　 投票日
火 水 木 金 土 日

23
8

28
8

27
8

26
8

25
8

24
8

新地町長選挙

８月28日 日

８月23日告示

[投票時間]
午前７時～午後６時まで

投
票
日

　私たちに代わって町政を任せる代表者を選ぶ
大切な選挙です。棄権することなく、大切な一
票を投じましょう

開票結果
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町
長
選
挙
立
候
補

　
予
定
者
説
明
会

　

町
長
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説

明
会
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
２
日
㈫　

10
時
〜

場
所　

新
地
町
役
場
３
階
正
庁

内
容　

・
立
候
補
の
手
続
き
に
つ
い
て

・
選
挙
運
動
費
用
の
公
費
負
担
制

　

度
に
つ
い
て

・
選
挙
運
動
に
つ
い
て

※
立
候
補
届
出
書
類
の
事
前
審
査

を
８
月
15
日
㈪
９
時
30
分
か
ら
役

場
３
階
正
庁
で
開
催
し
ま
す
。
こ

ち
ら
も
忘
れ
ず
に
出
席
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
選
挙
管
理
委
員
会

☎
６
２
―
２
１
１
１

◇「選挙運動費用の公費負担制度」が拡大されました
　令和４年８月 28 日執行の新地町長選挙から、選挙運動費用の公費負担が実施されます。これは、「新
地町議会議員及び新地町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」の制定に基づき施行さ
れるものです。ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりま
せん。

◇公費負担の上限額
　選挙用自動車、ポスターおよびビラの上限額は下表のとおりです。選挙公営適用のためには事業者
との有償契約が必要です。

区分
公営の有無

選挙運動用自動車 選挙運動用ポスター 選挙運動用ビラ

町長選挙 × → ○ × → ○ × → ○

契約の種類 上限額

１．一般運送契約（ハイヤー、タクシーの借り上げ） 日額 64,500 円×選挙運動をした日数

２．その他の契約

ア．
自動車借入れ契約（レンタル、
個人、会社等からの借り上げ）

日額 15,800 円×選挙運動をした日数

イ．
燃料供給の契約 日額 7,560 円×選挙運動をした日数

ウ．
運転手雇用の契約 日額 12,500 円×選挙運動をした日数

１の契約と２の契約はどちらか選択

○選挙運動用自動車

○選挙運動用ポスターの作成
上限枚数（A） 上限単価（B） 上限額（A）×（B）

掲示場数（51箇所）
6,614 円

上限単価＝（525 円６銭×掲示場数
+310,500 円）÷掲示場数

337,314 円

◎問い合わせ　町選挙管理委員会　（電話：６２－２１１１）

※ 1 ポスターの掲示場数は、選挙管理員会が選挙の都度決定します。
※ 2 上記は、ポスター掲示場数が 51 箇所の場合です。

○選挙運動用ビラの作成

区分 上限枚数（A） 上限単価（B） 上限額（A）×（B）

町長選挙 5,000枚 7円51銭 37,550円
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第
34
回
ふ
く
し
ま
駅
伝

　
新
地
町
チ
ー
ム
選
手
募
集

　
ふ
く
し
ま
駅
伝
新
地
町
チ
ー
ム

選
手
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。

大
会
開
催
日
　
11
月
20
日
㈰

新
地
町
チ
ー
ム
ス
ロ
ー
ガ
ン

『
が
ん
ば
れ
新
地
！

　

目
指
せ
町
の
部
入
賞
！
！
』

募
集
期
限　

８
月
31
日
㈬

◎
問
い
合
わ
せ

町
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

（
新
地
公
民
館
）

☎
６
２
―
２
０
８
５

　
電
気
柵
等
購
入
費
補
助

　

町
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
等
の
有
害

鳥
獣
に
よ
る
農
業
被
害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
、
電
気
柵
等
の
購

入
に
対
す
る
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　

町
内
の
農
業
者
で
鳥
獣
被
害
に

お
困
り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

補
助
対
象
品

・
電
気
柵
等(

施
工
費
は
補
助
対
象
外)

補
助
金
額
　

・
購
入
経
費
の
２
分
の
１
以
内

　

(

上
限
15
万
円)

補
助
要
件

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
農
業
者

　

(

営
農
し
販
売
収
入
を
得
て
い

　

る
方)

・
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
利
用

　

す
る
方

※
予
算
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
年

　

度
途
中
で
終
了
と
な
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

農
林
水
産
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
―
２
１
９
４

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　

　
休
日
窓
口
開
設

　

町
で
は
、
休
日
窓
口
を
毎
月
１

回
開
設
し
ま
す
。
利
用
さ
れ
る
方

は
予
約
を
し
た
上
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

開
設
日
時
　
８
月
７
日
㈰

９
時
〜
15
時
（
予
約
制
）

場
所　

役
場
１
階
町
民
課
窓
口

◎
予
約
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

町
民
係

☎
６
２
―
２
１
１
５

　
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の

　
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
分

　
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特

　
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中

で
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
、
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と

り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
分
）
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

（
①
、②
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
方
）

①
令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で
18

歳
未
満
の
児
童
（
障
が
い
児
の
場

合
20
歳
未
満
）
を
養
育
す
る
父
母

な
ど

※
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

　

５
年
２
月
28
日
に
生
ま
れ
た
児

　

童
を
養
育
す
る
父
母
も
対
象
に

　

な
り
ま
す
。

②
令
和
４
年
度
住
民
税
（
均
等
割
）

が
非
課
税
の
方
、
ま
た
は
令
和
４

年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変

し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入

と
な
っ
た
方

※
ひ
と
り
親
世
帯
分
の
子
育
て
世

　

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
受

　

け
取
っ
た
方
は
対
象
外
で
す
。

給
付
額
　

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

申
請
方
法

●
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当　

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
者
で
令
和
４
年
度
住
民
税
（
均

等
割
）
が
非
課
税
の
方
は
申
請
不

要
で
す
。

※
児
童
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

　

当
振
込
時
の
指
定
口
座
に
振
り

　

込
み
ま
す
。

※
対
象
者
に
は
７
月
中
に
通
知
し

　

ま
す
。

●
右
記
以
外
の
方
（
高
校
生
の
み

養
育
し
て
い
る
方
、
収
入
が
急
変

し
た
方
）
は
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
申
請
書
と
添
付
書
類
を
提

出
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
町
健
康
福
祉
課
で
配

　

布
す
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

　

す
。

申
請
期
限
　
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課　

福
祉
係

☎
６
２
―
２
９
３
１

ホームページ

はこちらから

子育て世帯生活
支援特別給付金

（ひとり親世帯以外）

　
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

　
イ
ベ
ン
ト
情
報

【
化
石
レ
プ
リ
カ
を
作
ろ
う
】

開
催
日
時　

８
月
７
日
㈰

①
10
時
30
分
〜
12
時

②
13
時
30
分
〜
15
時

内
容　

石
膏
を
使
用
し
て
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
化
石
レ
プ
リ
カ
を
作
り
ま

す
。

開
催
場
所　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド　

　
　
　
　
　

多
目
的
ホ
ー
ル

定
員　

各
回
20
名
（
合
計
40
名
）

※
先
着
順

参
加
対
象　

３
歳
以
上
の
方

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

参
加
費　

無
料

応
募
方
法　

当
日
受
付

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了

※
各
回
30
分
前
よ
り
受
付
開
始

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
共
同
火
力
発
電
株
式
会
社
新

地
発
電
所
内
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

☎
６
２
―
４
７
２
２

http://som
akyoka.co.jp

電
話
受
付
・
開
館
時
間

10
時
〜
16
時
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農
作
業
中
の
熱
中
症

　
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う

　

農
作
業
中
の
熱
中
症
に
よ
る
死

亡
事
故
は
、
７
月
か
ら
８
月
に
集

中
し
ま
す
。

　

次
の
点
に
注
意
し
て
熱
中
症
を

予
防
し
ま
し
ょ
う
。

①
高
温
時
の
作
業
は
、
避
け
ま

し
ょ
う
。

②
単
独
作
業
は
、
避
け
ま
し
ょ

う
。

③
20
分
お
き
に
、
休
憩
と
水
分
補

給
を
し
ま
し
ょ
う
。

④
野
外
や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
人

と
十
分
な
距
離
が
確
保
で
き
る
場

合
は
、
適
宜
マ
ス
ク
を
外
し
ま

し
ょ
う
。

　

体
調
が
悪
く
な
っ
た
場
合
は
、

以
下
の
処
置
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

①
す
ぐ
に
作
業
を
中
断
し
ま
し
ょ
う
。

②
応
急
処
置
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
涼
し
い
場
所
に
避
難
す
る
。

・
服
を
緩
め
る
。

・
氷
な
ど
で
体
を
冷
や
す
。

・
水
分
補
給
を
す
る
。

③
病
院
で
手
当
て
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ

農
林
水
産
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
―
２
１
９
４
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交通事故相談
   ８月２日㈫　

９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
８月 10 日㈬　

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

心配ごと相談
８月１日㈪ ・10 日㈬・22 日㈪

９時 30 分～ 11 時 30 分 　保健センター

無料法律相談所（電話相談）
　町では、弁護士による電話無料法律相談所を

開設します。相談は無料ですが電話相談の方法

によっては、通話料をご負担いただく場合があ

ります。

　また、事前の予約が必要となりますので、問

い合わせ先へ連絡ください。

開設日　８月９日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎予約・問い合わせ
町民課　生活環境係（電話：６２―２１１６）
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）

自家消費野菜等の放射性物質測定結果について

　６月の放射性物質測定の申し込みはありませ
んでした。
※町では自家消費野菜等の放射性物質測定を
行っています。
　検査を希望される方は持込方法などをご確認
の上、予約をお願いします。
◎予約・問い合わせ
農林水産課　農林水産係

（電話：６２―２１９４）

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

捕獲数（頭）

６月捕獲数 ３
令和４年度累計捕獲数 ６

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノ
シシの捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕
獲隊の活動にご理解ご協力をお願いいたします。
　また、事故防止のため、捕獲用の箱罠等には
近づかないようにお願いします。

◎問い合わせ　農林水産課　農林水産係
（電話：６２―２１９４）

◎問い合わせ 農林水産課　農林水産係

休日在宅当番歯科医
   ７日㈰　小林歯科医院

（原町区）　☎２３- ２７２７
  11 日㈭　新開歯科医院

（相馬市）　☎３６- ３２１４
 13 日㈯　すすむ歯科医院

（原町区）　☎２６- １０６２
 14 日㈰　篠山歯科医院

（相馬市）　☎３６- １６２２
 15 日㈪　鈴木歯科医院

（原町区）　☎２６- ３２３２
 16 日㈫　原田歯科医院

（相馬市）　☎３５- ２５５７
 21 日㈰　西町歯科医院

（鹿島区）　☎４６- ５５３４
 28 日㈰　竹林歯科医院

（原町区）　☎２４- ６０６０
    診療時間　９時～ 16 時

８月

休日在宅当番医
   ７日㈰　浜通りふれあい診療所

（相馬市）　☎２６- ７１００
 11 日㈭　渡辺病院

（新地町）　☎６３- ２１００
 14 日㈰　大石医院

（相馬市）　☎３５- ３４５１
 21 日㈰　やまぐち小児科医院

（相馬市）　☎３７- ８８１５
 28 日㈰　米村胃腸科内科医院

（相馬市）　☎３５- ２８８０
 

診療時間　９時～ 16 時

献血にご協力をお願いします
献血のご案内

●日　時　　８月８日 ( 月 )
　　　　　　10時～ 12時

●場　所　　役場前駐車場　役場前駐車場

◎問い合わせ
保健センター ( 電話：６２－２０９６)



シャトルバス臨時運行　※予約不要

　当日の無料シャトルバスは、会場付近（釣師防災緑地公園パークセン
ター）⇔新地町役場、会場付近（釣師防災緑地公園パークセンター）
⇔埓浜防災緑地の２つのルートで運行しますので、ご利用ください。
[ 運行時間 ]　17：00 － 21：00

　遊海しんち開催に伴
い左図に示した箇所が
通り抜け出来なくなり
ますのでご注意くださ
い。
【通行止め期日】
８月６日㈯９時～ 21時

◎問い合わせ　遊海しんち２０２２実行委員会　電話：６２－２１１２（企画振興課内）

駐車場・通行止めのお知らせ
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３年ぶりに遊海しんち開催！
　新地の夜空を彩る打ち上げ花火などイベント盛りだくさん！

２０２２年

８月６日㈯
時　間 10時～20時30分

会　場 釣師浜海水浴場
　　釣師浜漁港周辺

【イベントスケジュール（予定）】
開会式：10時～10時30分
出店（出店エリアにて各種販売を行います）：10時～20時30分
ビーチイベント（ウォータースライダー、浮き輪等の無料貸し出しを行います）：10時～15時
キャンプ用品展示・体験会（キャンプ用品の展示と体験会を行います）：10時～16時
海産物のおふるまい（当日、整理券を配布し浜焼き１０００食を提供します）：10時30分～14時30分
漁船パレード（釣師浜漁港を出発し、大漁旗をなびかせながら漁船団がパレード）：11時～12時
ステージイベント（各団体が様々なパフォーマンスを披露します）：14時30分～19時10分
花火大会（色鮮やかな花火が夏の夜空を彩ります）：19時30分～20時15分

パークセンター

パンプトラック場

釣
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浜
海
水
浴
場

オートキャンプ場

丸屋

文化交流
センター
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